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４ 運動・公園施設 

  

⑴ 施設一覧 

施設名 所在地 基本的な方針 

公園グラウンド 形原町桶沢 27 存続 計画的に修繕を行い、長期にわたって維持 

市民体育センター 緑町 3-69 存続 計画的に修繕を行い、適切な時期に建替え 

文化広場 形原町袋川 25-1 存続 計画的に修繕を行い、長期にわたって維持 

橘丘里山緑地公衆

便所 
大塚町餅宇野 76-1 存続 計画的に修繕を行い、適切に維持 

 

     児童遊園地  

施設名 所在地 建物管理に関する基本的な方針 

西沢児童遊園地 栄町 742 存続 適切な時期に建替え 

下市児童遊園地 形原町下市場 57 存続 適切な時期に建替え 

油井児童遊園地 竹谷町井瀬木 10 存続 適切な時期に建替え 

竹谷団地児童遊園

地 
竹谷町松田 74-325 存続 適切な時期に建替え 

五井児童遊園地 五井町岡海道 79-2 廃止 便所機能廃止・解体 

黒別当児童遊園地 三谷町黒別当 86-1 存続 適切な時期に建替え 

豊岡児童遊園地 豊岡町殿門 17-5 存続 適切に維持 

鹿島児童遊園地 鹿島町長田 38-3 存続 適切な時期に建替え 

豊岡北児童遊園地 豊岡町中屋敷 73-1 存続 適切に維持 

豊岡東児童遊園地 豊岡町蓮池 68-8 廃止 便所機能廃止・解体 

金平児童遊園地 金平町木白井 18 存続 適切な時期に建替え 

平田児童遊園地 平田町二反田 79-3 存続 適切な時期に建替え 

神ノ郷児童遊園地 神ノ郷町宮前 3-1 存続 適切な時期に建替え 

西迫児童遊園地 西迫町荒子 61 存続 適切な時期に建替え 

橋田児童遊園地 西浦町赤浜 15-12 存続 適切な時期に建替え 

宮成中央児童遊園

地 
宮成町 3-56 存続 適切な時期に建替え 

五反田児童遊園地 拾石町五反田 18 存続 適切な時期に建替え 

折坂児童遊園地 金平町折坂 26-1 存続 適切に維持 

東大塚児童遊園地 大塚町大門 6-1 存続 適切に維持 

柏原児童遊園地 柏原町石神 22-1 存続 適切に維持 

産子山児童遊び場 大塚町産子山 53-21 存続 適切に維持 

みどりヶ丘児童遊

び場 
三谷町三舗 32-1 存続 適切な時期に建替え 
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施設名 所在地 建物管理に関する基本的な方針 

本町児童遊び場 本町 68-2 存続 適切に維持 

西ノ浜児童遊び場 竹谷町西ノ浜 4-33 存続 適切に維持 

川東児童遊び場 竹谷町江尻 21-4 存続 適切な時期に建替え 

ひまわり児童遊び

場 
形原町下川原 33-21 存続 適切な時期に建替え 

鞍掛児童遊び場 形原町北鞍掛 20-3 存続 適切な時期に建替え 

 

都市公園等 

施設名 所在地 建物管理に関する基本的な方針 

中央公園 水竹町貴船 15-1 存続 計画的に修繕を行い、適切な時期に建替え 

若宮公園 三谷町若宮 264-1 存続 適切な時期に建替え 

北浜公園 形原町北浜 37 存続 適切な時期に建替え 

星越公園 三谷町東一丁目 138 存続 適切な時期に建替え 

双太山公園 形原町北双太山 89 存続 適切な時期に建替え 

春日浦公園 形原町春日浦 4-1 存続 適切に維持 

水竹公園 中部土地区画整理 49B 存続 適切に維持 

大坪公園 旭町 316 存続 適切な時期に建替え 

旭公園 旭町 468 存続 適切な時期に建替え 

御幸公園 御幸町 1901 存続 適切な時期に建替え 

中ノ坊公園 中央本町 2201 存続 適切な時期に建替え 

神倉公園 宝町 397 存続 適切な時期に建替え 

須田公園 三谷北通四丁目 149 存続 適切な時期に建替え 

向山公園 三谷北通三丁目 246 存続 適切な時期に建替え 

矢田公園 三谷北通一丁目 139 存続 適切な時期に建替え 

弥生公園 三谷北通二丁目 36 存続 適切な時期に建替え 

天伯公園 三谷町東二丁目 42 存続 適切な時期に建替え 

寺戸公園 三谷町東三丁目 42 存続 適切な時期に建替え 

丸戸公園 三谷町東五丁目 222 存続 適切な時期に建替え 

府相公園 府相町二丁目 241 存続 適切な時期に建替え 

御馬公園 府相町一丁目 130 存続 適切な時期に建替え 

榎田公園 八百富町一丁目 121 存続 適切な時期に建替え 

前田公園 拾石町前田 31 存続 適切な時期に建替え 

東浜公園 拾石町塩浜 73 存続 適切な時期に建替え 

薮田公園 緑町 709 存続 適切な時期に建替え 
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施設名 所在地 建物管理に関する基本的な方針 

蒲形公園 御幸町 3295 存続 適切な時期に建替え 

半ノ木公園 三谷北通五丁目 9 存続 適切な時期に建替え 

西田川公園 三谷北通六丁目 189 存続 適切な時期に建替え 

八百富公園 八百富町二丁目 17 存続 適切に維持 

本町公園 本町東 179 存続 適切に維持 

新井公園 新井町南 110 存続 適切な時期に建替え 

五反田公園 新井形町南 79 存続 適切に維持 

海岸公園 栄町 1190 存続 適切な時期に建替え 

とよおか湖公園 豊岡町曲り田 110-262 存続 計画的に修繕を行い、適切な時期に建替え 

亀岩臨海公園 浜町 65-1 存続 適切な時期に建替え 

 

屋外体育施設 

施設名 所在地 建物管理に関する基本的な方針 

三谷グラウンド 三谷町水神町通 9 存続 適切な時期に建替え 

犬口グラウンド 大塚町 128-10 存続 利用状況等を考慮し、施設の廃止を検討 

南明柄グラウンド 西浦町南明柄 15 存続 計画的に修繕を行い、長期にわたって維持 

西浦グラウンド 西浦町原山 1-25 存続 利用状況等を考慮し、施設の廃止を検討 

浜町グラウンド 浜町 42 存続 長期にわたって適切に維持 

海陽多目的広場 海陽町三丁目 12-2 存続 計画的に修繕を行い、長期にわたって維持 

形原テニスコート 形原町下市場 6-5 存続 計画的に修繕を行い、長期にわたって維持 

浜町テニスコート 浜町 4-2 存続 計画的に修繕を行い、長期にわたって維持 

金平テニスコート 金平町遊名田 12-1 存続 計画的に修繕を行い、適切な時期に建替え 

水竹運動広場 水竹町下島 122-1 存続 施設の方向性が決定されるまで、適切に維持 

坂本運動広場 坂本町大口 5-2 存続 施設の方向性が決定されるまで、適切に維持 

柏原運動広場 柏原町加治替戸 23-1 存続 施設の方向性が決定されるまで、適切に維持 

竹谷運動広場 竹谷町道泉 26-1 存続 施設の方向性が決定されるまで、適切に維持 

拾石運動広場 拾石町塩浜 81-1 存続 施設の方向性が決定されるまで、適切に維持 

一色運動広場 一色町森下 2-1 存続 施設の方向性が決定されるまで、適切に維持 

大知柄運動広場 西浦町大知柄 51-2 存続 施設の方向性が決定されるまで、適切に維持 

さがらの森 相楽町新井 41-4 存続 老朽化状況等を踏まえ、今後のあり方を検討 

海陽さくらパーク 海陽町一丁目 1 存続 計画的に修繕を行い、長期にわたって維持 

中央小学校市民プ

ール 
緑町 3-49 存続 計画的に修繕を行い、長期にわたって維持 
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 ⑵ 基本的な方針の考え方  

・公園グラウンドは、本市の社会体育の中核を担う施設であり、近年野球場の大規模改

修工事を実施しました。今後も計画的に修繕を実施し、長期にわたって維持します。 

・市民体育センターは、公園グラウンドと同様社会体育の中核を担う施設であり、令和

２年度より競技場の耐震改修工事を実施しています。今後も計画的に修繕を行い、適

切な建替え時期まで維持していきます。また、武道場をはじめとした他建物について

も計画的に改修を行い、長期にわたって維持します。 

・文化広場は、新耐震基準を満たしており今後も計画的に修繕を行うことで長期にわた

って維持していきます。なお、稼働率の低いふれあい会館は、建替え時期に合わせて

廃止を含めた今後の施設管理についての検討を行います。 

・橘丘里山緑地公衆便所は、計画的に修繕を行い適切に維持します。 

・児童遊園地及び児童遊び場に設置されている便所などの小規模建物は老朽化が進んで

いるため、計画的に建替えを行い、適切に維持していきます。 

・都市公園等の公園に設置されている便所・管理棟などの小規模建物は、計画的に修繕・

建替えを行い、今後も適切に維持していきます。 

・屋外体育施設に設置されている便所・倉庫などの小規模建物は、施設の管理方針に合

わせて、計画的に修繕を行い、適切に維持していきます。 

  



運動・公園施設

個別施設計画個票 更新日　令和４年３月１日

所管課名
１.施設の概要

2.管理に関する基本的な方針

3.管理に関する課題

目標使用年数 ８０年

【短期的課題】
陸上競技場は無料で市民の利用に供しているが、施設の維持管理に多額の費用を要するた
め、受益者負担の観点から適切な時期に有料化の検討を進める必要がある。

【中・長期的課題】
市民の健康増進・スポーツの普及のためには、一定程度の体育施設が必要不可欠である
が、人口減少に伴いスポーツ人口の減少も見込まれる中で、必要な施設・機能を取捨選択
していく必要がある。特に野球場はプロ野球ウエスタン・リーグの開催継続について、施
設の維持管理費用を考慮したうえでの検討が必要となる。

基本的な方針 存続

【基本方針の説明】
年間３万人を超える利用がある本市の社会体育の中核を担う施設である。例年５月にはプ
ロ野球のウエスタン・リーグが開催され、多くの市民が来場している。令和元年度に野球
場の競技面の大規模改修工事を、令和２年度に野球場観覧席の耐震補強工事を実施した。
今後も計画的に改修を施し、施設を適正に維持していく。

【施設維持方針に関する検討履歴】
平成３０年度に市政調整会議において野球場の競技面の大規模改修及び未耐震化施設の耐
震補強工事について検討し、長期にわたって存続する施設としてスコアボードの電光掲示
板化等大規模改修の実施、観覧場と事務所の耐震補強工事の実施について決定した。

避難所指定の
有無

地域防災活動拠点 管理者 指定管理

施設老朽化度 2.7 特記事項 令和2年度耐震補強実施

土地所有状況
市有地：70,881.82㎡
借　地：179.92㎡

建設年 昭和47年

構造・階数 S、RC、CB造・１階 耐震化状況 耐震補強済

スポーツ推進課

施設名称 公園グラウンド 所在地 形原町桶沢27

施設コード 220 施設面積 2,075.91㎡
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運動・公園施設

4.維持・管理実施方針

【目標使用期限までに必要となる維持保全工事】

（参考：維持管理経費等の状況）

利用者数 27,350 34,731 30,497

【人】
【利用者等】 平成29年 平成30年 令和元年度 備考

【収入】 平成29年 平成30年 令和元年度 備考
利用料等収入 366 494 439

合計 85,589 7,786 181,367
【千円】

修繕コスト 80,673 3,127 176,658
その他 457 366 268

保守コスト 604 617 590
運用コスト 3,855 3,676 3,851

【千円】
【支出】 平成29年 平成30年 令和元年度 備考

令和２８年度
合　　　計 590,587

令和２６年度
令和２７年度 本部席ダッグアウト修繕 2,574 スコアボード

令和２４年度 公認工事・事務所等修繕 17,518 指摘内容の改修、外壁、内装等
令和２５年度

令和２２年度 本部席ダッグアウト改修 149,053 スコアボード建替え
令和２３年度

令和２０年度
令和２１年度

令和１８年度
令和１９年度 公認工事 14,300 指摘内容の改修

令和１６年度
令和１７年度 本部席ダッグアウト修繕 3,844 空調、スコアボード

令和１４年度 公認工事、事務所・陸上競技場
スタンド等修繕 30,335 指摘内容の改修

令和１５年度

令和１２年度 陸上競技場本部席・選手控室修
繕 120,326 本部席築後40年

令和１３年度

令和１０年度
令和１１年度 陸上競技場倉庫修繕 1,262 屋根、外部建具

令和８年度
令和９年度 公認工事 14,300 指摘内容の改修

令和６年度 夜間照明ＬＥＤ化改修、キュー
ビクル更新 100,501

令和７年度 本部席ダッグアウト修繕 2,574 スコアボード

令和４年度 公認工事ほか 134,000 ４種ライト公認更新

令和５年度

野球場及び陸上競技場は適切に維持管理を図ることで使用目標を８０年とした。

年度 維持保全工事内容 概算額（千円） 備考
令和３年度
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運動・公園施設

個別施設計画個票 更新日　令和４年３月１日

所管課名
１.施設の概要

2.管理に関する基本的な方針

3.管理に関する課題

目標使用年数 65年

【短期的課題】
武道館は耐震補強が完了していないことに加え、築後約４０年を経過しており、内装や防
水、設備機器の老朽化が進んでいるため、早期の大規模改修を要する。

【中・長期的課題】
市民の健康増進・スポーツの普及のためには、一定程度の体育施設が必要不可欠である
が、人口減少に伴いスポーツ人口の減少も見込まれる中で、必要な施設・機能を取捨選択
していく必要がある。

基本的な方針 存続

【基本方針の説明】
本市の社会体育の中核を担う施設であり、市民利用度も高く年間１８万人を超える利用が
ある。現在、競技場及び管理棟は耐震・長寿命化改修工事を施工中である。また、武道館
を始めとした他の施設も老朽化が進んでおり、計画的に大規模改修を施し、施設を適正に
維持していく。

【施設維持方針に関する検討履歴】
競技場及び管理棟は平成３０年度に耐震・長寿命化方針を固め、令和元年度に実施設計を
し、令和２～３年度で工事施工中である。
武道館は十分な耐震性を有しておらず、令和４年度の着工を目指し、令和３年度に耐震改
修を含む大規模改修の実施設計を実施予定である。

避難所指定の
有無

有（武道館） 管理者 指定管理

施設老朽化度 3.9 特記事項
令和３年度耐震・長寿命
化改修工事完了見込み

土地所有状況 市有地：21,145.01㎡ 建設年 昭和４２年

構造・階数 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・２階 耐震化状況 耐震補強未

スポーツ推進課

施設名称 市民体育センター 所在地 緑町3-69

施設コード 221 施設面積 10,064.52㎡

48



運動・公園施設

4.維持・管理実施方針

【目標使用期限までに必要となる維持保全工事】

（参考：維持管理経費等の状況）

利用者数 189,138 182,123 153,380

【人】
【利用者等】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

【収入】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考
利用料等収入 16,835 16,573 13,861

合計 16,573 17,526 16,617
【千円】

修繕コスト 3,175 3,165 3,254
その他 1,208 1,186 2,188

保守コスト 1,840 1,960 1,775
運用コスト 10,350 11,215 9,400

【千円】
【支出】 平成29年度 平成30年度 令和元年度 備考

令和２８年度 弓道場改修、競技場、管理棟修
繕 35,530

合　　　計 4,463,951

令和２６年度
令和２７年度 競技場、管理棟修繕 47,387

令和２４年度
令和２５年度 武道館修繕 90,482

令和２２年度
令和２３年度

令和２０年度 武道館修繕 635
令和２１年度

令和１８年度 競技場・管理棟建替え、弓道場
修繕 1,330,620 建具、空調

令和１９年度

令和１６年度
令和１７年度 競技場・管理棟建替え 1,329,507

令和１４年度
令和１５年度

令和１２年度 弓道場観覧席大規模改修 10,442 築後38年
令和１３年度 相撲場本部席大規模改修ほか 37,105 築後38年

令和１０年度
令和１１年度

令和８年度
令和９年度

令和６年度

令和７年度 弓道場大規模改修、相撲場修繕 105,098 築後39年

令和４年度 武道館大規模改修 599,730 築後42年
令和５年度

競技場・管理棟は現在の改修内容を鑑み使用目標を６５年としたが、改修後の施設状況を
はじめとした各種要因を勘案し、建替え（他施設との複合化を含む）や更なる長寿命化改
修等の可能性の検討を進め、必要に応じ使用目標を見直していく。
その他の施設は適切に維持管理を図ることで使用目標を８０年とした。

年度 維持保全工事内容 概算額（千円） 備考
令和３年度 競技場・管理棟大規模改修 877,416 工事2年目
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運動・公園施設

個別施設計画個票 更新日　令和４年３月１日

所管課名
１.施設の概要

2.管理に関する基本的な方針

3.管理に関する課題

目標使用年数 ８０年

【短期的課題】
水銀灯の生産終了に伴い体育館競技場照明のLED化を早期に実施する必要がある。

【中・長期的課題】
市民の健康増進・スポーツの普及のためには、一定程度の体育施設が必要不可欠である
が、人口減少に伴いスポーツ人口の減少も見込まれる中で、必要な施設・機能を取捨選択
していく必要がある。稼働率の低いふれあい会館は、建て替えの時期に合わせて廃止を含
めた今後の維持管理について考える必要がある。

基本的な方針 存続

【基本方針の説明】
本市の社会体育の中核を担う施設であり、市民利用度も高く年間３万人近い利用がある。
体育館競技場は平日休日を問わず稼働率の高い施設であるが、ふれあい会館の稼働率は決
して高くない。
施設は築３５年を超え、老朽化が進んでいるため、今後も計画的に改修を施し適正に維持
していく。

【施設維持方針に関する検討履歴】
施設の利用状況を踏まえて課内で検討した。

避難所指定の
有無

指定緊急避難所 管理者 指定管理

施設老朽化度 3.3 特記事項

土地所有状況
市有地：9,892.83㎡
借　地：1,350㎡

建設年 昭和58年

構造・階数 S、RC、CB造・１階 耐震化状況 耐震性能あり

スポーツ推進課

施設名称 文化広場 所在地 形原町袋川25-1

施設コード 222 施設面積 1,857.25㎡
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4.維持・管理実施方針

【目標使用期限までに必要となる維持保全工事】

（参考：維持管理経費等の状況）

利用者数 30,658 28,658 26,019

【人】
【利用者等】 平成29年 平成30年 令和元年度 備考

【収入】 平成29年 平成30年 令和元年度 備考
利用料等収入 2,352 1,881 1,854

合計 7,084 3,889 5,732
【千円】

修繕コスト 4,140 770 2,590
その他

保守コスト 1,095 1,148 1,167
運用コスト 1,849 1,971 1,975

【千円】
【支出】 平成29年 平成30年 令和元年度 備考

令和２８年度 体育館改修 57,291 築６０年改修
合　　　計 413,326

令和２６年度
令和２７年度 ふれあい会館改修 39,211 築６０年改修

令和２４年度
令和２５年度

令和２２年度
令和２３年度

令和２０年度 運動場改修 32,075 土・フェンス入替え
令和２１年度

令和１８年度
令和１９年度

令和１６年度 体育館・ふれあい会館修繕 19,706 築５０年修繕
令和１７年度

令和１４年度
令和１５年度

令和１２年度 倉庫改修 1,991 全面改修
令和１３年度

令和１０年度
令和１１年度

令和８年度
令和９年度

令和６年度 体育館・ふれあい会館改修 244,799 築４０年大規模改修
令和７年度

令和４年度
令和５年度 便所・器具庫修繕 9,153 外部建具、衛生設備

文化広場は適切に維持管理を図ることで使用目標を８０年とした。

年度 維持保全工事内容 概算額（千円） 備考

令和３年度 駐車場整備 9,100
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運動・公園施設

個別施設計画個票 更新日　令和４年３月１日

所管課名
１.施設の概要

2.管理に関する基本的な方針

3.管理に関する課題

目標使用年数 ６０年

【短期的課題】
水道設備の修繕があるため、定期的な点検が必要。

【中・長期的課題】
「あいち森と緑づくり事業」において、平成22年度から令和12年度までは橘丘里山緑地を
愛する会による適切な維持管理がされることになっている。その後も、適切に維持管理す
るために対策を検討する必要がある。

基本的な方針 存続

【基本方針の説明】
平成22年度に「あいち森と緑づくり事業」を活用して、大塚町餅宇野地内に橘丘里山緑
地、緑地保全のための作業道及びトイレを設置しており、トイレは里山緑地利用者等に利
用されている。今後も計画的に修繕を行い、適切に維持する。

【施設維持方針に関する検討履歴】

避難所指定の
有無

無 管理者 市管理

施設老朽化度 - 特記事項

土地所有状況 市有地：18,655.00㎡ 建設年 平成23年

構造・階数 木造・１階 耐震化状況 耐震性能あり

農林水産課

施設名称 橘丘里山緑地公衆便所 所在地 大塚町餅宇野76-1

施設コード 247 施設面積 15.40㎡
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4.維持・管理実施方針

【目標使用期限までに必要となる維持保全工事】

（参考：維持管理経費等の状況）

利用者数

【人】
【利用者等】 平成29年 平成30年 令和元年度 備考

【収入】 平成29年 平成30年 令和元年度 備考
利用料等収入

合計 212 239 225
【千円】

修繕コスト 28
その他 150 150 150 報償費

保守コスト
運用コスト 62 61 75

【千円】
【支出】 平成29年 平成30年 令和元年度 備考

合　　　計 614
令和２８年度

令和２６年度
令和２７年度

令和２４年度
令和２５年度

令和２２年度
令和２３年度

令和２０年度
令和２１年度

令和１８年度
令和１９年度

令和１６年度
令和１７年度

令和１４年度
令和１５年度

令和１２年度 改修、修繕 614 屋根、電気設備、衛生設備、外壁、外部建具、内部
令和１３年度

令和１０年度
令和１１年度

令和８年度
令和９年度

令和６年度
令和７年度

令和４年度
令和５年度

現在のトイレは、橘丘里山緑地を愛する会により適切に維持修繕してきているため、今度
も保守を適切に行い長期的に利用していく。使用目標は60年に設定する。

年度 維持保全工事内容 概算額（千円） 備考
令和３年度
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○児童遊園地の建物維持保全工事一覧 更新日　令和４年３月１日

【目標使用期限までに必要となる維持保全工事】

合　　　計 33,838
令和２８年度 五反田児童遊園地ほか１施設 4,890 便所建替え

令和２６年度 橋田児童遊園地 1,630 便所建替え
令和２７年度

令和２４年度 西迫児童遊園地ほか２施設 4,344 便所建替え
令和２５年度

令和２２年度 鹿島児童遊園地 1,630 便所建替え
令和２３年度 金平児童遊園地 1,630 便所建替え

令和２０年度 みどりヶ丘児童遊び場
ほか１施設 3,229 便所建替え

令和２１年度 黒別当児童遊園地ほか１施設 3,229 便所建替え

令和１８年度
令和１９年度

令和１６年度
令和１７年度 油井児童遊園地ほか１施設 3,953 便所建替え

令和１４年度
令和１５年度

令和１２年度
令和１３年度

令和１０年度 ひまわり児童遊び場ほか２施設 7,769 休憩所改修ほか
令和１１年度

令和８年度
令和９年度

令和６年度
令和７年度

令和４年度
令和５年度 油井児童遊園地 588 便所修繕

施設一覧に記載された児童遊園地について、建物維持にかかる工事計画を以下に記載しま
す。

年度 維持保全工事内容 概算額（千円） 備考
令和３年度 五井児童遊園地ほか１施設 946 便所撤去
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運動・公園施設

○都市公園等の建物維持保全工事一覧 更新日　令和４年３月１日

【目標使用期限までに必要となる維持保全工事】

合　　　計 425,631
令和２８年度 旭公園ほか１施設 26,665 便所建替え

令和２６年度
令和２７年度

令和２４年度
令和２５年度

令和２２年度 双太山公園 8,484 便所建替え
令和２３年度

令和２０年度 とよおか湖公園 30,000 管理棟改修・便所建替え
令和２１年度 双太山公園 20,000 展望台建替え

令和１８年度
令和１９年度

令和１６年度 星越公園 8,484 便所建替え
令和１７年度 丸戸公園ほか３施設 35,149 便所建替え

令和１４年度 亀岩臨海公園 10,261 便所建替え
令和１５年度 双太山公園管理棟 30,000 管理棟建替え

令和１２年度 双太山公園ほか３施設 56,075 便所建替え
令和１３年度 府相公園ほか２施設 35,149 便所建替え

令和１０年度 御幸公園ほか１施設 16,941 便所建替え
令和１１年度 北浜公園ほか２施設 35,293 便所建替え

令和８年度 若宮公園ほか１施設 26,969 便所建替え
令和９年度 若宮公園ほか３施設 21,419 管理棟、便所建替え

令和６年度 中の坊公園ほか１施設 17,011 便所建替え
令和７年度 向山公園ほか１施設 17,331 便所建替え

令和４年度
令和５年度 中央公園ほか３施設 30,400 管理棟改修・便所建替え

施設一覧に記載された都市公園等について、建物維持にかかる工事計画を以下に記載しま
す。

年度 維持保全工事内容 概算額（千円） 備考
令和３年度
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○屋外体育施設の建物維持保全工事一覧 更新日　令和４年３月１日

【目標使用期限までに必要となる維持保全工事】

合　　　計 135,828
令和２８年度

令和２６年度
令和２７年度

令和２４年度

令和２５年度 中央小学校市民プール
ほか１施設 4,826 外壁修繕ほか

令和２２年度 西浦グラウンドほか１施設 5,507 便所建替ほか
令和２３年度

令和２０年度 さくらパークほか１施設 2,181 管理棟修繕ほか
令和２１年度 形原テニスコート 537 管理棟・便所改修

令和１８年度 海陽多目的広場 963 便所改修
令和１９年度 金平テニスコートほか１施設 52,348 管理棟建替ほか

令和１６年度
令和１７年度 犬口グラウンド 120 トイレ解体

令和１４年度

令和１５年度 中央小学校市民プール
ほか１施設 1,890 市民プール管理棟築後20年

令和１２年度
令和１３年度 さがらの森 5,818 便所、管理棟ほか改修

令和１０年度 中央小学校市民プール 953 空調修繕
令和１１年度 浜町テニスコート 11,246 管理棟築後40年

令和８年度
令和９年度

令和６年度
令和７年度 三谷グラウンド 12,577 トイレ建替え工事

令和４年度
令和５年度 金平テニスコートほか１施設 36,862 管理棟大規模改修ほか

施設一覧に記載された屋外体育施設について、建物維持にかかる工事計画を以下に記載し
ます。

年度 維持保全工事内容 概算額（千円） 備考
令和３年度
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